
ＪＡ信州うえだ「信鮮！信旬！くらぶ」会員規約	

 
（規約の適用） 

第１条	 ＪＡ信州うえだ「信鮮！信旬！くらぶ」会員規約（以下「本規約」）は、信州うえだ農業協同

組合（以下「当組合」）が運営する「信鮮！信旬！くらぶ」の会員向けの各種サービス（以下「本サ

ービス」）を利用するにあたっての取り決めです。 
 
（会員） 

第２条	 会員とは、本規約をご承認いただいた上で会員登録した本サービスのご利用者をいいます。 
②	 会員は、本規約および当組合からの通知内容などをご承認いただいた上で、本サービスを利用する

ものとします。 
 
（会員登録） 

第３条	 会員としての登録を行う場合は、「信鮮！信旬！くらぶ」会員登録ページよりメールアドレス

を入力ください。その後、本登録画面において、必須項目としては、パスワード、名前、性別、生

年月日、郵便番号、任意項目としては、住所、電話番号を入力ください。 
②	 本サービスでは、メールマガジンを配信しますので、【janjan-info.jp】からのメールが受信できる
よう設定を行ってください。 

 
（費用） 

第４条	 会員登録および本サービスの利用は無料ですが、本サービスを受けることで発生する接続料や

通信料は、会員のご負担となります。 
 
（個人情報の取り扱い） 

第５条	 会員の登録情報については、別途定める「信州うえだ農業協同組合個人情報保護方針」に基づ

き、適切に取り扱います。 
②	 会員は、会員登録を行った時点で当組合が会員の個人情報を利用することについて、同意したもの

とします。 
③	 当組合での個人情報の利用目的は、信州うえだ農業協同組合個人情報保護方針等に定める事項なら

びに次に定める範囲とします。 
１	 当組合のメールマガジンやイベント・キャンペーン・商品情報等の電子メール送信およびご案内

などを直接お届けするため 
２	 抽選プレゼント付きのイベント・キャンペーン・アンケートなどでの当選者への通知、および景

品の送付や謝礼等のお届けなどを管理、運営するため 
３	 当組合の商品・サービスの改善や新たな企画・開発に役立てるため 
４	 会員を通じた当組合に関する調査・分析のため、アンケートを実施するため 
５	 その他、会員の同意が得られた事項 
 
（規約の変更） 

第６条	 本規約は、会員の了承を得ずに、変更または廃止することがあります。規約の変更または廃止

は、当組合のホームページおよび電子メールで会員に通知します。変更の効力は、ホームページ上

に掲載した時点で生じるものとします。 



（免責事項） 
第７条	 本サービスの利用により発生した会員の損害に対して、損害賠償等一切の責任を負わないもの

とします。 
②	 当組合は、本サービスとして提供した各種サービスまたは情報について、正確な情報を配信するよ

う万全を期しておりますが、必ずしもそれを保証するものではなく、損害賠償等一切の責任を負わ

ないものとします。 
③	 当組合は、以下の場合、会員に承諾を受けることなく、本サービスを停止または終了する場合があ

りますが、損害賠償等一切の責任を負わないものとします。 
１	 システムメンテナンスを行う必要が生じた場合 
２	 システムトラブル等が生じた場合 
３	 火災、停電、天災などの不可抗力による場合 
４	 合理的な事由により、当組合の業務等を停止する場合 

④	 会員のパスワードが第３者に不正に取得され利用された場合、当組合の責に帰すべき場合を除き、

当組合は、損害賠償等一切の責任を負わないものとします。 
 
（会員登録の強制解除） 

第８条	 以下の事由に該当した場合、当組合は、会員登録を強制解除できるものとします。なお、これ

による会員の損害に対し、当組合は、一切の責任を負わないものとします。 
１	 ご登録いただいているメールアドレスに対するメールの不着が継続した場合 
２	 本規約に違反した場合 
３	 法令違反、公序良俗に反する行為をした場合 
４	 会員のメールアドレス・パスワードの不正取得または使用をした場合 
５	 その他、不適切であると当組合が判断する行為をした場合 

 
（著作権等） 

第９条	 本サービスにかかわる著作権、商標権、意匠権、肖像権、その他の権利については、特に定め

のない限り、当組合もしくは権利者に帰属します。 
②	 利用者は、当組合もしくは権利者の許諾を得ずに、著作権法等に定める個人の私的使用その他法律

によって認められる範囲を超えて、本サービスの全部または一部を無断で利用、転載、複製、頒布

等することはできないものとします。 
 
（準拠法、合意管轄） 

第 10条	 本規約は、日本法に基づき解釈されるものとし、本規約に関し訴訟の必要が生じた場合には、
当組合の住所を管轄する裁判所を第１審の専属管轄裁判所とします。 

 
（附則） 

第 11条	 本規約は、平成２９年	 	 月	 	 日から実施します。 


